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久慈市議会議長 畑 中 勇 吉 様 

 

久慈市長 遠 藤 譲 一 

 

 

議案等の送付について 

第26回久慈市議会臨時会議に提出する次の議案等を別添のとおり送付します。 

記 

議案第１号 教育委員会の委員の任命に関し同意を求めることについ

て 

総  務  部 

議案第２号 監査委員の選任に関し同意を求めることについて 総  務  部 

報告第１号 市税条例及び手数料条例の一部を改正する条例に関する

専決処分の報告について 

総  務  部 

報告第２号 職員による自動車事故に係る損害賠償事件に関する専決

処分の報告について 

建  設  部 

報告第３号 職員による自動車事故に係る損害賠償事件に関する専決

処分の報告について 

山形総合支所 

 











報告第１号 

市税条例及び手数料条例の一部を改正する条例に関する専決処分の報告に

ついて 

地方税法等の一部改正に伴い、市税条例及び手数料条例の一部を改正する条例につ

いて、地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第１項の規定に基づき、別紙のと

おり専決処分したから、同条第２項の規定により、報告する。 

令和４年４月15日提出 

久慈市長 遠 藤 譲 一 







久慈市条例第５号 

市税条例及び手数料条例の一部を改正する条例 

（市税条例の一部改正） 

第１条 市税条例（平成18年久慈市条例第76号）の一部を次のように改正する。 

第35条の７第１項第５号中「（所得税法施行令の一部を改正する政令（平成20年

政令第155号）附則第13条第２項の規定によりなおその効力を有するものとされる

改正前の所得税法施行令第217条第１項第２号及び第３号に規定する民法法人を含

む。）」を削る。 

第49条第９項中「第321条の８第60項」を「第321条の８第62項」に、「同条第60

項」を「同条第62項」に改め、同条第15項中「第321条の８第69項」を「第321条の

８第71項」に改める。 

第138条第２項ただし書中「63万円」を「65万円」に改め、同条第３項ただし書

中「19万円」を「20万円」に改める。 

第156条第１項中「63万円」を「65万円」に、「19万円」を「20万円」に改める。 

附則第10条の２第３項中「附則第15条第16項」を「附則第15条第15項」に改め、

同条第４項中「附則第15条第23項」を「附則第15条第22項」に改め、同条第５項中

「附則第15条第24項第１号」を「附則第15条第23項第１号」に改め、同条第６項中

「附則第15条第24項第２号」を「附則第15条第23項第２号」に改め、同条第７項中

「附則第15条第24項第３号」を「附則第15条第23項第３号」に改め、同条第８項中

「附則第15条第25項第１号」を「附則第15条第24項第１号」に改め、同条第９項中

「附則第15条第25項第２号」を「附則第15条第24項第２号」に改め、同条第10項中

「附則第15条第27項第１号イ」を「附則第15条第26項第１号イ」に改め、同条第11

項中「附則第15条第27項第１号ロ」を「附則第15条第26項第１号ロ」に改め、同条

第12項中「附則第15条第27項第１号ハ」を「附則第15条第26項第１号ハ」に改め、

同条第13項中「附則第15条第27項第１号ニ」を「附則第15条第26項第１号ニ」に改

め、同条第14項中「附則第15条第27項第２号イ」を「附則第15条第26項第２号イ」

に改め、同条第15項中「附則第15条第27項第２号ロ」を「附則第15条第26項第２号

ロ」に改め、同条第16項中「附則第15条第27項第２号ハ」を「附則第15条第26項第

２号ハ」に改め、同条第17項中「附則第15条第27項第３号イ」を「附則第15条第26

項第３号イ」に改め、同条第18項中「附則第15条第27項第３号ロ」を「附則第15条



第26項第３号ロ」に改め、同条第19項中「附則第15条第27項第３号ハ」を「附則第

15条第26項第３号ハ」に改め、同条第20項中「附則第15条第30項」を「附則第15条

第29項」に改め、同条第21項中「附則第15条第34項」を「附則第15条第33項」に改

め、同条第22項中「附則第15条第35項」を「附則第15条第34項」に改め、同条第23

項中「附則第15条第42項」を「附則第15条第39項」に改め、同条第24項中「附則第

15条第46項」を「附則第15条第43項」に改め、同条中第26項を第27項とし、第25項

を第26項とし、第24項の次に次の１項を加える。 

25 法附則第15条第44項に規定する市町村の条例で定める割合は、４分の３とする。 

附則第10条の３第８項中「熱損失防止改修住宅」を「熱損失防止改修等住宅」に、

「熱損失防止改修専有部分」を「熱損失防止改修等専有部分」に、「熱損失防止改

修工事」を「熱損失防止改修工事等」に改め、同条第10項中「特定熱損失防止改修

住宅又は」を「特定熱損失防止改修等住宅又は」に、「特定熱損失防止改修住宅専

有部分」を「特定熱損失防止改修等住宅専有部分」に、「熱損失防止改修工事」を

「熱損失防止改修工事等」に改める。 

附則第12条第１項中「100分の５」の次に「（商業地等に係る令和４年度分の固

定資産税にあっては、100分の2.5）」を加える。 

附則第18条の４中「同条中」を「同項中」に改める。 

（手数料条例の一部改正） 

第２条 手数料条例（平成18年久慈市条例第78号）の一部を次のように改正する。 

第２条第12号中「第382条の２の規定による固定資産課税台帳」の次に「（同条

第１項ただし書の規定による措置を講じたものを含む。）」を加え、同条第13号中

「事項の証明書」の次に「（同条ただし書の規定による措置を講じたものを含

む。）」を加える。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

（市民税に関する経過措置） 

第２条 第１条の規定による改正後の市税条例（以下「新市税条例」という。）の規

定中市民税に関する部分は、令和４年度以後の年度分の市民税について適用し、令

和３年度分までの市民税については、なお従前の例による。 



（固定資産税に関する経過措置） 

第３条 別段の定めがあるものを除き、新市税条例の規定中固定資産税に関する部分

は、令和４年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和３年度分までの固

定資産税については、なお従前の例による。 

２ 令和２年４月１日から令和４年３月31日までの間に取得された地方税法等の一部

を改正する法律（令和４年法律第１号）第１条の規定による改正前の地方税法附則

第15条第２項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお

従前の例による。 

（国民健康保険税に関する経過措置） 

第４条 新市税条例の規定中国民健康保険税に関する部分は、令和４年度以後の年度

分の国民健康保険税について適用し、令和３年度分までの国民健康保険税について

は、なお従前の例による。 



報告第１号参考資料 

   市税条例及び手数料条例の一部を改正する条例に係る改正要旨 

 

第１条関係【市税条例の一部改正】 

第１ 固定資産税（令和４年４月１日施行） 

  １ 貯留機能保全区域の指定を受けた土地に係る課税標準の特例措置に関する割

合を定める規定を新設する。(附則第10条の２関係) 

  ２ 省エネ改修工事を行った住宅に係る特例の拡充等の措置を講ずる。（附則第

10条の３関係） 

  ３ 令和４年度に限り、商業地等に係る課税標準額の上昇幅を2.5％とする。(附

則第12条関係) 

第２ 国民健康保険税（令和４年４月１日施行） 

   基礎課税額の課税限度額を63万円から65万円に、後期高齢者支援金等課税額

の課税限度額を19万円から20万円に、それぞれ引き上げる。（第138条、第156条

関係） 

第３ その他 

その他所要の規定の整備を行う。 

 

第２条関係【手数料条例の一部改正】 

第１ 固定資産課税台帳の閲覧の手数料（令和４年４月１日施行） 

   地方税法第382条の２ただし書の規定による措置を講じたものを閲覧に供す

ることができることとする法律改正に伴う改正（第２条第12号関係） 

第２ 固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書の交付手数料（令和４年４

月１日施行） 

   地方税法第382条の３ただし書の規定による措置を講じたものを交付するこ

とができることとする法律改正に伴う改正（第２条第13号関係） 














